
 

■日  時  令和２年８月１３日～１５日（木～土） 

      ※新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため開催を延期しています（４月⇒８月） 

■会  場 大阪 ハービスホール（大阪府大阪市北区梅田 2-5-25 ハービス OSAKA） 

※ ハービスホールは、複数の路線や駅が交わっている分かりにくい場所にあります。当協会が作成した地図を 

参考に、①～③の路線でお越しになることをお勧めします（遅刻した場合は修了証を発行できません） 

■対  象  訪問看護ステーションの精神科訪問看護に従事する保健師・看護師・准看護師・作業療法士 約３００名 

■参 加 費 当協会会員 ２３,０００円  当協会会員以外 ４５,０００円 

■後   援 厚生労働省（予定） 

■注意事項 ・昼食は各自でご持参ください。 

・本研修会の修了者には精神科訪問看護基本療養費の算定要件となる修了証を発行します（最終日） 

・厚生労働省から２０時間以上（休憩時間除く）の受講が義務付けられているため、遅刻・欠席・早退・ 

中抜けがあった場合、修了証はお渡しできません。 

・研修会場へは時間に余裕をもってお越しください。公共交通機関の遅延や急な体調不良など、いかなる 

 理由があっても遅刻は認められません。 

・車やバイク、自転車でのご来場はご遠慮ください。公共交通機関をご利用ください。 

・カーディガン等調節のできる衣類をお持ちください。 

主催：一般社団法人全国訪問看護事業協会 

〒160‐0022 東京都新宿区新宿 1-3-12 壱丁目参番館 401 

TEL/FAX 03‐3351‐5898／03‐3351‐5938  E‐mail：seminar@zenhokan.or.jp 

令 和 ２ 年 度 
 

精神科訪問看護研修会 
～精神科訪問看護基本療養費算定要件となる研修会～ 

 

（ 大 阪 会 場 ） 

             プログラム ※プログラムや講師は変更になることがあります。 

 時間 講義 講師 

 9:50～10:00 オリエンテーション 

１

日

目 

10:00～12:00 
精神科訪問看護の実際①（日常生活の援助、利

用者との信頼関係構築、対人関係の援助） 

訪問看護ステーションみのり 

統括管理責任者  進 あすか 氏 

12:00～13:00 昼食休憩 

13:00～18:00 

（15 分休憩２回） 

精神科訪問看護の実際②（症状悪化の早期発

見・危機介入・医療継続の支援） 

訪問看護ステーションみのり 

統括管理責任者  進 あすか 氏 

２

日

目 

9:00～11:00 保健・医療サービス提供システム 
特定非営利活動法人多摩在宅支援センタ

ー円 グループホーム櫻の杜 

所長 田中 文人 氏 

11:00～12:00 昼食休憩  

12:00～14:15 精神科リハビリテーションの概念と実際 
花園大学社会福祉学部臨床心理学科 

教授  三品 桂子 氏 

14:30～17:30 

（15 分休憩 1 回） 

精神障がい者の理解・精神科疾患における薬物

療法 

ほくとクリニック病院 

院長  深尾 晃三 氏 

３

日

目 

9:00～12:30 

（15 分休憩 1 回） 
精神科訪問看護の理解 

聖路加国際大学大学院看護学研究科 

教授  萱間 真美 氏 

12:30～13:30 昼食休憩 

13:30～17:00 

（15 分休憩 1 回） 
事例検討～グループワークおよび全体発表～ 

聖路加国際大学大学院看護学研究科 

教授  萱間 真美 氏 

17:00～17:10 修了証発行に関するご案内  


